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低炭素技術の移転を通じたアジアにおける
環境親和型開発の実現

ラビィ・アブドゥサレム、志賀  雄樹

1. はじめに

　中国とインドをはじめとするアジアの

発展途上国は、現在世界で最も経済成長

の著しい国に数えられている。国際エ

ネルギー機関（IEA）の予想によると、今

後 20 年間のこの地域の経済成長は世界

平均を大幅に上回り、一次エネルギーの

需要を継続的に押し上げることになる

（IEA 2009）。そうした経済発展はこの地

域の貧困を撲滅する大きなチャンスと

なる一方で、持続可能な開発という考

え方に沿って適切な制度設計を行わな

ければ、温室効果ガス（GHG）排出の急

増をもたらすことになる。GHG 排出量

が急増すると、気候変動が生じ、この地

域の将来的な環境の質と国民の健康、さ

らには世界全体のそれを重大な危険にさ

らす。気候変動は既にアジア諸国の差し

迫った脅威である。アジア太平洋地域で

暮らす 12 億人もの人々が水不足に直面

するという予測がある一方で、中央・南

アジアの作物収量は 2050 年までに半減

する可能性がある（ADB 2009）。さらに、

主要沿岸都市の多くでは洪水被害がますます深刻化する可能性もある。本章で取り上げる

政策課題としてアジアにおける環境親和型開発を選んだのは、こうした背景によるもので

ある。

　本章が強調するのは、アジア諸国への低炭素技術の移転 1 が、アジア地域における環境

親和型開発を実現するために重要な役割を果たすということである。特に、同地域への低

炭素技術の展開と普及を規模的に拡大すべきであるという点に重点を置く。規模的拡大が

CO2 排出削減に大きく貢献するためである。本章の目的は、こうしたプロセスを効果的に

促進するための戦略を提示することにある。

　低炭素技術の移転促進は GHG 排出量を削減するための決定的なファクターであり、気

候変動の緩和に大きく寄与すると考えられている。IEA の「エネルギー技術展望」によれば、

世界各国が新たなエネルギー・気候政策を導入しなければ、エネルギー関連の CO2 排出量

は 2007 年の 288 億トンから 2020 年には 345 億トンに増加し、さらに 2050 年には 570 億

要　旨

•   アジアへの、あるいはアジア内における低炭
素技術移転は、アジア地域において環境親和
型開発を実現するために重要な役割を果たす
ことができる。

•   政府と企業は、既に市場において流通し、移
転に係る障害の少ない技術の展開・普及を促
進することに重点を置くべきである。これは
研究開発及び新技術の実証が重要ではないと
いう意味ではなく、世界が現在かかえている
環境上・経済上のリスクなどを踏まえると、
技術の展開・普及の必要性がより差し迫って
いるということである。

•   現在の二国間・多国間イニシアティブの欠点
を考慮に入れ、アジアへの、あるいはアジア
内での低炭素技術移転の展開と普及を促進す
るため 3 点の戦略を提案する。低炭素技術の
移転プロジェクトにクレジットの形で報酬を
与える、民間セクターの積極的な参画を支援
する、低炭素技術関連の海外直接投資（FDI）
を推進する、の 3 点である。
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トンに達するおそれがある。逆に、既存と新規両方の低炭素技術を展開・普及させることで、

この量は 2050 年に約 140 億トン（IEA 2010）まで減らすことができるとされる。

　表 6.1 に示した通り、エネルギー効率関連技術は東南アジア諸国連合（ASEAN）地域の

CO2 排出量の大幅な削減に貢献できる可能性を有する（Olz and Beerepoot 2010）。これらの

技術を用いて 2030 年までに削減可能な CO2 排出量は 3 億 1,900 万トンに達する。次に貢献

の可能性が大きいのが再生可能エネルギー関連技術（特に発電関連技術）で、2030 年までに

1 億 2,100 万トンの CO2 削減に貢献できる可能性がある。

表 6.1   「IEA リファレンスシナリオ」と比較した「IEA 450シナリオ」2 の対策別エネルギー
関連 CO2 排出削減量：ASEAN 地域

対策 2020 年 2030 年
効率改善 84 319

   ‐最終消費端 82 308

   ‐供給端 1 11

再生可能エネルギー 2 121

バイオ燃料 9 20

原子力 3 33

二酸化炭素回収・貯留（CCS） 1 18

出典：Olz and Beerepoot （2010）
注：排出削減量の単位は CO2100 万トン。

　低炭素技術の移転は言葉で言うと簡単に聞こえるが、それを実際に定量的に捉えること

は非常に困難である。それは極めて複雑なプロセスで、様々な物理的技術と知識や技能と

いった情報的技術が同時に絡んで進行していく。しかもこれらの技術は移転にあたり国内

外の様々な要因から影響を受け、有望であることが極めて明らかな技術でさえそれをニー

ズのある途上国へ移転することが困難な場合もある。そうした障害と課題、さらにその解

決手段の内容は、移転技術の成熟度によって大幅に異なる。こうした事情を受けて、本章

では低炭素技術のアジアへの移転を推進するためにふさわしい戦略を探っていく。

　本章は以下のような構成をとる。第 2セクションでは低炭素技術移転のコンセプトを定

義し、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）のプロセスに基づいて行われたこの問題に関する

議論の内容と結果を概説する。第 3セクションでは、低炭素技術移転に取り組んでいる主

なメカニズムや二国間・多国間イニシアティブを検証する。第 4セクションでは低炭素技

術移転プロセスを推進するための新戦略を提示する。最終セクションでは議論をまとめた

上でいくつかの政策提言を行う。

2. 技術移転

2.1  定義

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の定義によると、技術移転とは「政府、民間セク

ターの事業体、金融機関、非政府組織（NGO）、研究機関・教育機関をはじめとする様々な

利害関係者の間の、気候変動の緩和と適応のためのノウハウ、経験、設備の流れを対象と

する一連の幅広いプロセス」を指す（IPCC 2000）。
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　本章で言う技術移転とは、GHG 排出量の削減に貢献する技術のアジア諸国に向けた移転

（先進国から途上国への移転）と、アジア地域内部の移転（アジアの国からアジアの国への移

転）を指す。ここで言う移転とは、材料や製品、知識（理論上の能力）、スキル（技術上の知

識を実際に生かす能力）等の移転を指す。こうした移転は多様な経路（海外直接投資（FDI）、
直接調達、政府の支援計画、ライセンシング、合弁事業、共同事業、研究協力協定、公私

両方のパートナーシップ等）を通じて行われ、開発者、所有者、提供者、調達者、受領者、

技術使用者、さらに資金調達者、資金提供者、政府、国際機関、NGO、地域団体といった様々

な役割を演じる多様な利害関係者が関わってくる。

　技術は、ライフサイクル 3 のどの段階にあっても、地理的に現在の位置から別の位置へ

と移転することはできるが、技術の成熟度（段階）ごとに異なる要因が障害として関わって

くる可能性がある（表 6.2）。展開・普及段階にある技術は、知的所有権（IPR）が課題として

全く発生しないか、発生しても研究開発段階や実証段階にある技術と比べれば大きな問題

に発展しない可能性が高い。また、そうした技術が環境や経済に与える影響は、測定、報告、

検証（MRV）が容易で、実証段階にある技術よりコストがかからないことが多い。

表 6.2  技術の成熟度（段階）と技術移転に係る障害

障害
段階

研究開発 実証 展開・普及

技術上のコンセプトの妥当性 ○ × ×

知的所有権 ○ ○ ×

測定、報告、検証（MRV） ○ ○ ×

資金調達 ○ ○ ○

社会 ○ ○ ○

制度 ○ ○ ○

注 : 
○ : 障害により影響を受けるケース
× : 障害により影響を受けないケース

出典：UNFCCC （2009）から引用したデータに改変を加えたもの。

　技術移転のプロセスの成否は、移転された技術を受領者が有効に利用し、最終的にそれ

を「消化」することができたかどうかによって評価される。つまり、技術移転は単に技術の

地理的な移動というだけではなく、提供国側の適切な技術について受領国でそれを現地の

条件に適応させるための複雑なプロセスが関わっている。技術移転とは、複数の利害関係

者の利害をまとめ上げ、二国間の相違に関する様々な経済的、社会的、制度的障害を克服

していくプロセスである。したがって、それは単に技術の「移転」プロセスというより、い

わば技術の「適応」プロセスであると言うことができる。

2.2  UNFCCC プロセスに基づいて行われた技術移転に関する議論の検討

　国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の締約国は、1994 年以来、締約国会議（COP）の各セッ

ションにおいて、環境親和型技術の開発と移転に関する決定を行ってきた。さらに、技術

の開発と移転は、現在も同条約の実施に関する補助機関（SBI）と科学的、技術的助言に関

する補助機関（SBSTA）において、議題として取りあげられている。図 6.1 はこの課題の時

系列的な進展と主な決定事項を図解したものである。
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図 6.1  UNFCCC プロセスに基づく技術の開発と移転
 

出典：技術管理委員会（2011 年）

　UNFCCC に基づいて行われた技術の開発と移転に関する交渉は、複数分野で意見の集約

をみた。これは確かに大きな前進であるが、それはいずれも締約国が比較的容易に合意で

きる分野であった（表 6.3）。合意がより困難な分野はいまだ解決に至っておらず、意見の隔

たりは狭まっていない。特に顕著なのが知的所有権（IPR）の取り扱いである。その他の意

見が分かれている分野として、資金調達をどのような方法で行うか、技術移転の効果の測

定、報告、検証（MRV）の実施方法と遵守事項をどうするか、という問題がある。UNFCCC
締約国間のこうした意見の相違が少なくとも短期的には解決される見込みは低いだろう。

表 6.3  UNFCCC に基づいて行われた技術の開発と移転に関する交渉の結果

合意分野 意見が分かれている分野
■    技術メカニズムの確立 ■    知的所有権（IPR）
■    技術戦略計画の強化と協力状態の改善 ■    資金調達

■    技術サイクル全体への対処
■    技術移転効果の測定、報告、検証（MRV）

の実施方法と遵守事項
■    民間投資を呼び込む環境の創出

■    総合的努力の必要性

出典：Marcellino et al.（2010）

　UNFCCC 締約国間の交渉は継続中であるが、おそらく最も緊急性が高いのは、展開・普

及の段階にある低炭素技術の移転促進に注力することであろう。前述の通り、こうした技

術は移転を妨げる障害が比較的に少なく、特に締約国間の意見の隔たりが大きい障害、つ

まり IPR、MRV、資金調達の問題に悩まされるケースが少ない。実績があり、市場で流通

している低炭素技術の展開・普及に力を注ぐことで、相当量の省エネルギーと CO2 排出量

の削減が実現できる。IEA（2010）が既存・新規の低炭素技術を展開・普及することでエネ

ルギーセクターからの CO2 排出量を 2007 年の約 288 億トンから 2050 年に約 140 億トンま

で削減できると試算していることは、前述の通りである。

　インドのエネルギー資源研究所（TERI）とその提携機関が 2008 年に行った研究によると、

アジア太平洋地域に最も適した技術とは、クリーンコール技術、エネルギー効率化技術、
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燃料電池、地熱発電、小水力発電、小型風力タービン発電、太陽光発電に関するものであ

る（Srivastava 2010）。こうした技術のほとんどは、成熟度が展開・普及段階にあり、アジア

での推進に適している。

　経団連 4 は日本の様々な技術を成熟度別にリスト化している。そのうち日本で幅広く実

用化され、海外進出の段階にあるものを下の図 6.2 に示す。これらの技術は、アジア諸国

への展開・普及が可能な技術の基礎を形成するものである。

図 6.2  幅広く実用化され、海外進出の段階にある主な技術
 

出典：経団連（2010）

　展開・普及段階の技術に注力すべきだというのは、研究開発段階と実証段階が重要では

ないということではない。世界が直面している環境上と経済上のリスクを踏まえると、技

術の展開と普及がより緊急性が高く差し迫ったタスクであるという意味である。以下のセ

クションでは、この移転プロセスの推進に使用すべきメカニズムについて取り上げる。

3. 低炭素技術の移転に係る主なメカニズムとイニシアティブ

　本セクションでは、低炭素技術の移転に取り組む主なメカニズムとイニチアティブを検

証する。その活動から教訓を引き出し、それがどの程度アジアへの低炭素技術の展開と普

及に活かせるかを評価するためである。
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3.1  技術移転の主なメカニズムと資金源

3.1.1  地球環境ファシリティ（GEF）

　GEF は環境親和型技術の発展途上国への展開・普及を推進するための基金で、現状では

最も大規模な資金メカニズムである。1991 年の創設以来、50 以上の発展途上国の環境親

和型技術に 25 億米ドルを拠出し、およそ 150 億米ドルの共同資金を投じている（Marcellino 
et al. 2010）。再生可能エネルギー、低炭素エネルギー発生技術、エネルギー効率化、持続

可能な都市輸送関連のプロジェクトに、毎年約 2 億 5,000 万米ドルの投資を行っている

（Marcellino et al. 2010）。しかし、気候変動問題によってつきつけられた技術移転の必要

性の大きさと比較すると、GEF の取り組みはまだ十分でない（Sudo et al. 2006）。GEF の技

術移転に向けた取り組みには重大な欠点があり、継続的に問題が発生している。Porter et 
al.（2008）の研究によると、GEF の気候関連の取り組みに見られる主な問題点は以下のよう

なものである。（i） プロジェクト・サイクルの複雑さ、特に承認までにかかる時間の長さ、（ii） 
新しい案件への対応の遅さ、（iii） 追加投資の必要性。同研究によれば、プロジェクト承認

プロセスの長さと複雑さが支援を受ける国の側で問題となり、民間セクターの参加意欲を

失わせている。同研究は、GEF の適応性、柔軟性、革新性を改善するためには、法制面と

制度面の硬直性を是正する必要があるとも指摘している。

Box 6.1  GEF の技術移転に向けた取り組みの主な改善点

　GEF プロジェクトは、特にプログラム初期に承認されたものに問題が多かった。その

多くが登録を取り消されるか、長年にわたって初期段階に留まっていた。こうした失敗

の原因に関する正式な調査は何度か実施されていて、GEF の科学技術諮問パネル（STAP）
が 2004 年 3 月に発表した報告書には、以下のような改善点が記されている。

1.   技術移転を可能にする環境の創出に力点を置いたプロジェクトを実施すべき。物

理的技術を購入して受領国に搬送するだけでは不十分。

2.   民間セクター、先進国、発展途上国とのパートナーシップを構築すべき。新技術

の商用化という問題は、単独で引き受けるには荷が重すぎる。

3.   長期的な達成目標を作成して国と民間セクターに提示し、投資と市場の開発を促

進する。

4.   小規模なプロジェクトやエネルギー効率関連技術などより広範な技術を支援すべ

き。

5.   多数のプロジェクトの進行が大幅に遅れている要因を分析し、より厳格な期限を

設定して継続的な遅れを回避すべき。

出典： Miller （2007）

　GEF の活動の分析から、発展途上国で低炭素技術の展開と普及を推進するために重要

な教訓がいくつか得られる（Miller 2007）。第 1 に、補助金による財政支援という手法には

一定の効果があり、それがなければ取り組み自体が成立しないことさえあるが、新技術の

展開を推進するには不十分であること。第 2 に、プログラムを成功に導き、あるプロジェ

クトで得た教訓を次のプロジェクトに活かす能力をつけるためには、現地の強力なパート

ナー、できれば金銭的利害を共有できるパートナーとの協力が重要になってくること。第

3 に、様々なパートナー、国、技術を取捨選択できるポートフォリオ的な手法が有利であ

ること。最後に、技術の長期的な商用化にはリスクと不確実性がつきものであることから、

投資の比重を短期的に利用可能な技術と市場に置く方が妥当であること。
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3.1.2  クリーン開発メカニズム（CDM）

　CDM プロジェクトは京都議定書に基づく国際排出権取引の柔軟性措置の 1 つで、技術

移転を念頭において設計されたメカニズムではない。CDM は様々な形で批判を受けてい

るが、しかしながらそのプロジェクトが技術移転に積極的な役割を果たしてきたことには

疑いの余地がない。最近の研究によれば、CDM は UNFCCC に基づく技術移転を推進する

メカニズムとして現状では最も力を発揮しており、物理的技術と情報的技術の両面で移転

に貢献している。表 6.4 は、CDM プロジェクトの一環として行われた技術移転に関する最

近の研究の成果をまとめたものである。調査対象となった 63 件のプロジェクトのうち、29
件は国際技術移転に係る要素を有していた。特に水力発電とランドフィルガス（廃棄物の

埋立処分場から発生するバイオガス）関連のプロジェクトは、いずれも海外からの技術移

転の事例である（Brewer 2008）。

表 6.4  CDM プロジェクトでの技術移転

技術 プロジェクト件数 外国技術による
プロジェクト件数 技術開発国

バイオガス 6 0 中国、インド

バイオマス 10 0 インド

エネルギー効率化 1 0 南アフリカ

燃料切換え 1 1 ドイツ、米国

HFC-23 3 2 ドイツ、日本、英国

水力発電 22 12
中国、オーストラリア、フランス、
インド、日本、パナマ、ブラジル、ペルー、
スペイン、スリランカ、スイス、米国

ランドフィルガス 10 8 ベルギー、オランダ、日本、フランス、
ブラジル、米国

メタン回収 3 0 チリ

亜酸化窒素破壊 2 2 フランス

風力エネルギー 5 4 スペイン、デンマーク

合計 63 29

出典：Brewer （2008）

　Box 6.2 に、CDM プロジェクトが携わった技術移転に関して最近行われたもう 1 つの研

究の成果をとりあげた。これによると、登録済み CDM プロジェクト2,100 件のうち、およ

そ 36% が技術移転を伴っている（Arquit et al. 2011）。この技術移転には物理的技術と情報的

技術の両方が含まれていて、プロジェクトの規模が大きいもの、国外のステークホルダー

を伴うプロジェクトがより目立った。同研究はさらに、GHG 排出量に価格を設定すること

は、CDM を通じた低炭素技術の展開と普及を容易にする有効な手段であると指摘してい

る（Sudo et al. 2006）。
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Box 6.2  技術移転と投資に対する CDM の影響

　これまでの経験を分析すると、CDM は低炭素技術への投資と技術移転をより活発化

させたことがわかる。CDM は技術移転を強制する力を明示的に持っているわけではな

いが、現状ではホスト国で入手できない技術を対象とする排出削減プロジェクトに資金

を提供することを通じて、技術移転に貢献することができる。国連気候条約事務局（Seres 
and Haites 2008）の依頼で実施された研究では、プロジェクト設計書に記載されたプロ

ジェクト参画者がどのような内容の技術移転を要望したかが分析され、次の事実が判明

した。

■   CDM による年間排出削減量の 59% を占める、およそ 36% のプロジェクトにおい

て技術移転の要素を含んでいた。
■   大規模なプロジェクトと国外のステークホルダーが参加するプロジェクトは、技術

移転を伴うことが多い。その技術は、ほとんどが日本、ドイツ、米国、フランス、

英国で開発されたものである。ほとんどのタイプのプロジェクトにおいて、国内外

の多くの技術提供者候補の中からプロジェクトに適した提供者を選べるようになっ

ていた。
■   技術移転の方法は、プロジェクトのタイプによって多種多様であり、概して物理的

技術と情報的技術の両方の移転を伴っていた。
■   技術移転を伴うプロジェクトの割合は、一部のホスト国（ボリビア、エクアドール、

ガテマラ、ホンジュラス、インドネシア、ケニヤ、マレーシア、メキシコ、パキスタン、

南アフリカ、スリランカ、タイ、ベトナム等）では平均より大幅に高く、ブラジル、

中国、インドなどの国では平均より大幅に低い。
■   プロジェクトの件数が増えるにつれ、個々のプロジェクトの枠を越えて影響範囲が

拡大していくようになる。中国とブラジルのいくつかのタイプのプロジェクトでこ

うした事例が見られた。

出典：Arquit et al.（2011）

　CDM プロジェクトの技術移転のコンテンツに決定的な役割を果たす要因として、以下

の要因が特定された。（i） 国家の制度的枠組み、（ii） 新技術を導入する能力、または新技術

を国内で開発する能力、あるいはその両方、（iii） 受領国の投資条件、プロジェクトの規模、

技術種別（Schneider et al. 2008）。

　CDM プロジェクトはうまく実施しさえすれば、低炭素技術の移転を促進するはずであ

る。しかし、プロジェクトベースのメカニズムの管理手続きの複雑さが、CDM が内的に

備える変革をもたらす大きな力を制約しているように見える（Bell and Drexhage 2005）。ア

ジアの現状を見ると、ユニラテラルな CDM プロジェクトが多数を占め、また大量の認証

排出削減量（CER）が特定のプロジェクト（特にバイオマス、水力発電、風力発電のプロジェ

クト）に偏りを有し、CDM を通じたこの地域への低炭素技術の移転の数的拡大が見込めな

い状態にある。さらに、CDMプロジェクトの分布が一部の発展途上国（中国とインド）に偏っ

ているために、CDM を通じて低炭素技術の移転を受けるアジアの国の数は、それほど増

加が見込めない（表 6.5）。
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表 6.5  アジア太平洋諸国で進行中の CDM プロジェクト件数

タイプ

国家
バイオマス 炭層 /

炭鉱メタン 地熱 水力
ランド
フィル
ガス

太陽光 潮力 風力 全プロジェクト

ブータン 0 0 0 3 0 0 0 0 3

中国 138 96 1 1231 107 78 0 1097 3311

インド 381 0 0 191 31 59 0 764 1998

インドネシア 20 1 11 21 19 1 0 0 165

ラオス 1 0 0 6 0 0 0 0 10

マレーシア 45 0 0 5 15 0 0 0 170

ネパール 0 0 0 1 0 0 0 0 9

フィリピン 14 1 2 9 8 0 0 3 96

韓国 3 0 1 26 7 42 2 14 123

タイ 37 0 0 6 8 13 0 4 181

ベトナム 13 0 0 200 7 0 0 1 251

出典： 著者（国連環境計画リソセンターのエネルギー、気候、持続可能な開発に関する 2012 年 2 月 1 日現
在のデータに基づく）

3.2  低炭素技術移転のための二国間・多国間イニシアティブ

　表 6.6 に低炭素技術の移転に重点を置く二国間・多国間イニシアティブをまとめた。ア

ジア諸国、とりわけ中国、インド、インドネシア、日本、韓国は、これらのイニシアティ

ブの多くに参加している。

表 6.6  技術の開発と移転に重点を置いたイニシアティブの例

米国 EU 日本 中国 インド インドネシア 韓国
グレンイーグルズ対話（2005） ○ ○ ○ ○ ○ ○

G8グレンイーグルズ行動計画（2005） ○ ○ ○

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋
パートナーシップ（APP）（2005） ○ ○ ○ ○ ○

メタン市場化パートナーシップ（M2M）
（2004） ○ ○ ○ ○ ○ ○

炭素隔離リーダーシップフォーラム（CSLF）
（2003） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水素経済のための国際パートナーシップ
（IPHE）（2003） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世界銀行グローバルガス削減燃焼削減パート
ナーシップ（CGFR）（2002） ○ ○ ○

第 4 世代原子力システム国際フォーラム
（GIF）（2001） ○ ○ ○ ○

気候変動技術イニシアティブ（CTI）（1995） ○ ○ ○

国際再生可能エネルギー機関（ERINA）（2009） ○ ○ ○ ○ ○

温室効果ガス研究開発プログラム（1991） ○ ○ ○ ○ ○

クリーンコールセンター（1975） ○ ○ ○ △ △ ○

注：△ は業界スポンサーを示す

出典：著者（Sudo et al.（2006）の表 5.2 に基づく）
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　これらのイニシアティブの中には、アジアの参加国に低炭素技術を利用して自国の開発

を進めるための貴重な機会を与えているものもある。それらのイニシアティブは、民間セ

クターの参画を促進することによって、技術移転のより一層の活性化を期待できるポテン

シャルを有する。例えば、表 6.6 中の M2M パートナーシップへの民間セクターの参加は、

プロジェクトネットワークと呼ばれるメカニズムを通じて推進されるが、このメカニズム

は能力開発、技術移転、民間直接投資の促進に不可欠な役割を果たすと考えられており、

例えばある米国企業は、この M2M パートナーシップ（アジアの主要 GHG 排出国、すなわ

ち中国、インド、日本、韓国はすべてその参加国である）を通じて、中国で新設される発

電容量 120メガワットの炭層・炭鉱メタンガス発電所用発電設備を 5,800 万米ドルで受注

した（Sudo et al. 2006）。もう一つの例は APP である。このメカニズムを通じて 8 つの官民

連合タスクフォースが設置された。その対象領域は以下の通りである。（i） よりクリーンな

化石エネルギー、（ii） 再生可能エネルギーと分散発電、（iii） 発電と送電、（iv） 鉄鋼、（v） ア
ルミニウム、（vi） セメント、（vii） 石炭鉱業、（viii） 建物と電気機器。気候変動が主要 8 か国

首脳会議（G8サミット）の議題として取りあげられるようになったことから、2005 年のサ

ミットでは、クリーン技術への民間投資と移転の促進を目指し、クリーン技術の展開と促

進、及びアジアその他地域における発展途上国との協力を推進するべく「気候変動、クリー

ンエネルギー、持続可能な開発に関するグレンイーグルズ行動計画」が採択された。

　上の表でとりあげたイニシアティブは、いずれも技術の開発、移転、展開を促進するだ

けの能力を十分に持ちあわせているが、いざ実施する段階になると、問題はそれほど単純

ではなかった。特に二国間及び多国間の ODA が行う国際的技術移転への資金援助は、ま

だ十分というには程遠い。技術指向の協力は、米国が国際的リーダーシップを発揮するに

あたって最も実施しやすいオプションであると考えられていることが多いが、それでも国

際公約の信用度という面で問題がないわけではない（Tamura 2006）。同様に、G8サミット

も新たなイニシアティブを多数発表したが、いずれも立ち消えとなった（Tamura 2006）。技

術移転関連情報の収集と共有（情報ハブとしての役割）だけに比重を置いて、知識・能力の

開発や実行可能性に対する評価を軽視するイニシアティブがあまりにも多すぎたためであ

る。こうした例から、一つの教訓が引き出せる。これらのイニシアティブには、アジア諸

国の低炭素技術利用を可能にする力がないわけではない。しかしより重要なのは、こうし

たイニシアティブを有効に実施することによって、最初にその効果を実証しておくことで

ある。

3.3  海外直接投資（FDI）

　低炭素技術分野の FDI は、既に大規模に行われている。国連環境計画（UNEP）による

と、エネルギー効率化技術と低炭素技術に対する民間投資額は 2004 年の 332 億米ドルか

ら 2007年には 1,480億米ドルに増加し、また関連資産への投資（新たな再生可能エネルギー、

エネルギー高効率化、低炭素エネルギー技術等に携わる資産への投資）は 2004 年の 124 億

米ドルから 2007 年には 845 億米ドルに増加している（UNEP 2008）。さらに発展途上国のク

リーンエネルギーに対する民間投資も急増しており、2007 年には 223 億米ドルに達してい

る（UNEP 2008）。

　低炭素技術分野の FDIは今後も大幅に増える見通しで、そのかなりの部分を民間セクター

が担うことになる（Box 6.3）。低炭素経済への漸次的移行には、全てのセクターで膨大な額

の投資が必要になる。2030 年の GHG 排出量を現行水準に維持するために必要な追加的投

資の額は年間約 1 兆米ドルに達するという推計もあり（Zhan 2010）、こうした追加投資の大

部分を民間セクター、より具体的にいえば、多国籍企業の低炭素技術への国際投資が担う

ことになる。アジアでは、中国がここ 5 年間にいわゆる「戦略的セクター」に 1 兆 7,000 億

米ドルの投資を行うことを検討している。その対象となるのは、代替エネルギー、バイオ

テクノロジー、新世代型情報技術、高性能機器製造、先端材料、代替燃料自動車、省エネ
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ルギー、環境親和型技術等のセクターである。中国企業と同様、非中国企業もこうした成

長が見込まれるセクターへの投資を許されている（Buckley 2011）。

Box 6.3  低炭素技術分野の FDI 推進に果たす官民の役割

　Stern（2006）は、「新技術の開発と展開の大分部は民間セクターが引き受けることにな

る。政府の役割は確固たるインセンティブ・フレームワークを構築することである」と

述べている。さらに世界銀行は、「低炭素経済への移行に必要な多額の資金は、民間資

本の有効活用を通じてはじめて可能になる」と指摘している（WB 2006）。ただし、必要

な投資は、それを可能にする基礎的な環境がなければ行われない。「政策的枠組を変革し、

新技術への投資を容易にする適切な手段が講じられない限り、発展途上国は先進国と同

様に炭素集約型の開発経路を辿ることになる」（WB 2006）。

　低炭素技術の導入によって東南アジアのエネルギー需要の 36% を賄うことができると予

想されており、特に貢献度が高いとされる太陽光、風力、地熱技術の導入によっては 2030
年に合計で域内のエネルギー需要のほぼ 11% を満たすことができると試算されている（Olz 
and Beerepoot 2010）。こうした予想を受けて、東南アジアの多くの国が様々な優遇政策と

政策目標を掲げ、同地域への低炭素技術導入を推進する FDI の呼びこみに努めている。し

かし、多方面にわたる障害が依然その実現を妨げている（Box 6.4）。

Box 6.4  低炭素技術への FDI 推進に対する主な障害

　域内各国 5 の政府は、低炭素技術の市場への浸透をねらって、様々な優遇政策と政策

目標を導入してきた。しかし政策の枠組みを具体化するための規則が制定されていない

場合が多いために、投資の効果はいま一つ不透明である。

　さらに、燃料価格が市場価格より不当に低く設定されていたり、域内で化石燃料の使

用に多額の助成金が支給されていることが投資家の意欲を削ぐ結果となって、エネル

ギーセクターの生成・供給能力の拡大に必要な投資が進んでいない。さらに、どの技術

が利用可能で適切なのか、また技術によってもたらされる環境的、経済的、社会的効果

に関する情報も広めていく必要がある。

出典：Olz and Beerepoot（2010）

　こうした障害は、以下のように分類することができる。（i） 受領国の企業の能力に関する

障害、（ii） 受領国の運用環境に関する障害、（iii） 提供国の技術提供者に関する障害。

受領国の企業の能力に関する問題
■   どの代替技術が利用可能なのかという情報が少ないこと。
■   経営陣が低炭素技術の導入に対する支援を明示的に約束していないこと（コーポレートガ

バナンス上の課題）。
■   資金、技術、業界に係る制約が、低炭素技術の導入を妨げていること。
■   新技術の調査を推進するインセンティブ制度がないこと。
■   言葉の壁があるために関係者間で意志の疎通ができず、関連情報の伝達と同化が有効に

行われないこと。

運用環境に関する問題
■   物理的なインフラが不足していること。
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■   制度的なインフラが不足しているために、資金、情報、スキルの開発、技術の仲介に関

する支援が行えないこと。
■    投資政策が実際的なニーズに従って策定されておらず、投資を呼び込むために国外の事

業体の条件に合わせてしまっているために不適切であること。
■   生産プロセスの低炭素化の海外投資を支援するための政策（IPR 保護、免税期間、関税率

の調整、技術移転推進のための工業団地の建設等）が未整備であること。
■   政府内にある様々な官僚主義的弊害が決定を遅らせ、技術移転の契約締結に向けた承認

や許可を得るまでに長い時間がかかること。
■   政府の介入と規制が過度であること。
■    外国為替に規制があること。

提供国の技術提供者に関する問題
■   受領国のニーズに関する情報が少ないこと。
■    技術受領国への信頼感が欠けていること。特に最先端とされる技術の IPR に関する不安

が大きい。
■    技術に大幅な調整を加えて、受領国側の条件に適合させる必要がある場合が多いこと。
■   移転する技術のコストが高いこと。
■   言葉の壁があるために意志の疎通が妨げられること。

4.  低炭素技術の移転推進に向けた新戦略

4.1  移転を要する技術とは

　前述の通り、本章のメッセージの 1 つは展開・普及段階に達した低炭素技術を移転させ

ることに力を割くべきであるという点にある。そうした技術は、移転を妨げる障害、特に

UNFCCC プロセス下で依然として議論の紛糾が続いている障害（IPR、MRV、資金調達等）

との関連が比較的に少ない。そうした技術は、受領国側の条件にあわせて適応させるのも

比較的に容易である。中でも特に力を割くべきなのが、受領国のニーズに合致した低炭素

技術を移転することである。これは単なる技術の移転ではなく、むしろ技術を適応するプ

ロセスであると言える。さらに、物理的な技術だけに焦点を当てるべきではなく、知識や

スキルといった情報的技術にも注目するべきである。

4.2  どのメカニズムを経由するか

4.2.1  技術移転に対して排出削減クレジットという形の報奨を付与

　CDM プロセスは、GEF や政府が集中的に関与する二国間・多国間イニシアティブ等の

メカニズムと比べて有効性が高いように見受けられる。これはおそらく、認証排出削減量

（CER）に応じたクレジットの形で報酬を与えることによって、経済的インセンティブの付

与に成功しているためであろう。このことから、低炭素技術のアジア移転を促進するため

の第 1 の方策として、低炭素技術の移転に、例えば技術移転クレジット（TTC）という形で

報酬を与えることによって、経済的インセンティブを付与するという手法が考えられる。

低炭素技術の移転につながったプロジェクトはそうしたクレジットを受け取ることがで

き、それを IPR に係るコストを補填するためにも利用できる。もちろん、これは簡単なこ

とではない。例えばこの報酬制度を実施する機関の選定、プロジェクトの登録フォーマッ

ト、効果の測定、報告、検証の方法など、実現には様々な問題に関する国際的合意が必要

であるだろう。

　このメカニズムの案は、COP17 で設立されたダーバン・プラットフォーム作業部会で議
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論されることが望ましい。ただし、本章ではこの新メカニズムに関する交渉の進展を待つ

一方で、まず UNFCCC に基づく既存の CDM プロセス（今後数年間は継続の見通し）から

取り組みを始めるよう提案する。低炭素技術の移転につながった CDM プロジェクトには、

CER に加えて技術移転クレジット（TTC）の形でも報酬を与えることを提案したい。この戦

略をとれば、何ら措置をとらない場合より短期間で現在利用可能な低炭素技術をアジアの

途上国全体に普及させることができるだろう。本章ではもう一点、移転された低炭素技術

と受領国によって TTC の数量を変えることを提案したい。それによって移転される低炭素

技術のタイプが増え、受領国の幅も広がることになる。そうすることで、前述の CDM プ

ロジェクトに対する批判も軽減されるだろう。

　あるプロジェクトの効果を測定、報告、検証（MRV）して、そのプロジェクトが低炭素技

術の移転に貢献したかどうかを確認するのには大きな困難を伴うであろう。特に移転が技

術に係る知識やスキルという形で行われる場合や、移転される技術の成熟度が初期段階に

ある場合はなおさらである。本章ではこの難題を克服するため、まず第 1 段階として展開・

普及段階にある物理的な技術の移転に関する報奨制度から始めることを提案する。そうし

た技術は定量化が比較的容易だからである。

4.2.2  民間セクターの二国間・多国間イニシアティブへの参画を強化

　技術移転に係る二国間・多国間イニシアティブに民間セクターを参画させることによっ

てその効果は高められる。したがって、低炭素技術のアジア移転を促進するための第 2 の

方策として、民間セクターを二国間・多国間イニシアティブにより積極的に参画させると

いう手法が考えられる。民間セクターの参加が不可欠なのは、彼らが技術の実際上の提供

者であるためでもある。民間セクターの人材と資金を動員できるか否かが、低炭素技術移

転の成否の鍵を握っている。例えば民間セクターの技術者は、ある特定の条件下でどのよ

うな技術が採用され、適応することができるかを評価・分析する能力を有する。さらに、

特定の施設に特定の技術を導入するとどのような効果（環境的及び経済的）が生じるかを分

析する能力もある（Box 6.5）。

Box 6.5  民間セクターの技術移転関連プロジェクトへの参画の重要性

　（公財）地球環境戦略研究機関関西研究センター（IGES-KRC）は、2010 年 5 月 17 日付

でエネルギー資源研究所（TERI）、京都大学と国際共同研究プロジェクトを開始すると

正式に発表した。この共同研究の目的は、インドで日本の低炭素技術の導入を推進す

ることである。同プロジェクトは日本の科学技術振興機構（JST）と日本の国際協力機構

（JICA）の政府開発援助（ODA）と共同の地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）
プロジェクトとして実施中である。共同研究には両国の民間セクターも参加している。

その対象領域は、有望な低炭素技術の特定、技術適応の影響・効果を測定、監視、証明

するパイロット事業の実施、技術者やマネージャーの能力開発、官民セクター間の協力

フレームワークの構築等、極めて多岐にわたっている。
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　この方策の有効性は、どのようなインセンティブを提供し二国間・多国間イニシアティ

ブへの民間セクターの参画を促進するかによって大幅に異なってくる。民間の大手企業や

多国籍企業は多くが自主的に参画しているが、それ以外の企業には適切なインセンティブ

を与えて参加を奨励する必要がある。政府とアジア内の関連機関、さらに国際機関は、安

定的なインセンティブの枠組みを構築して、先駆的な企業により積極的に低炭素技術の移

転に取り組ませなければならない。また、そうしたインセンティブには物理的なインセン

ティブ（資金、IPR 保護、市場シェア拡大等）だけでなく、非物理的なインセンティブ（名誉、

公式表彰等）も含まれているべきである。

　民間セクターの参画は、この共同研究にとって決定的な意味を持つ。日本の民間企業

の担当者は様々な会議に参加してインドへの移転に適した日本の低炭素技術を探り、そ

の技術の導入が可能な候補施設を特定するために現地調査を行った。そこで収集した情

報・データを分析し、様々な潜在的導入効果（省エネ、CO2 排出量削減、コスト削減等）

とそのフィージビリティに係る評価を実施した。移転技術には優遇価格を適用しインド

でのパイロット事業の実施を後押しする。このプロジェクトに基づいて調査が行われた

日本の低炭素技術の 1つに、工業用ガスヒートポンプ技術がある。ガスヒートポンプメー

カーの担当者による予備評価に基づいて、インドの候補施設 3カ所（下表の A、B、C）
でこの技術を導入した場合に期待される効果を下表に示した。

施設
効果

Ａ Ｂ Ｃ

一次エネルギー削減
547 MWh/ 年
（56%）

742 MWh/ 年
（50%）

1,684 MWh/ 年
（58%）

CO2 排出削減
116 t-CO2/ 年
（57%）

158 t-CO2/ 年
（51%）

356 t-CO2/ 年
（59%）

コスト削減
451,335 INR/ 年

（32%）
275,855 INR/ 年

（15%）
1,419,671 INR/ 年

（35%）

出典：著者
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4.2.3  低炭素技術分野の海外直接投資（FDI）の促進

　アジアにおける低炭素技術分野の FDI は既に急増しており、今後も大幅に増大する可能

性がある。さらに、米国と欧州で続いている金融危機関連のリスクを踏まえると、今後行

われる FDI が再びアジアを志向する可能性は極めて高い。日本からは多数の日本企業が円

高の影響を嫌って海外に進出し、アジア諸国に拠点を移す可能性がある（図 6.3）。こうし

た追加的な FDI は、汚染度の高い産業をアジアに拡散するためではなく、持続可能な経済

発展を可能にする低炭素技術の普及と促進に利用されなければならない。以上から、低炭

素技術のアジア移転を推進するための第 3 の方策として、アジア地域における低炭素技術

分野の FDI を活用するという手法が考えられる。

　こうした分散型メカニズムの有効性は、様々なステークホルダーがどの程度積極的に一

定の排出目標（NAMAs（国家緩和行動計画）に基づく）の達成に取り組むか、またどの程度

真剣に低炭素技術のアジア移転を妨げている障害の克服に取り組むかにかかっている。よ

り具体的に言うと、それは様々なステークホルダーがどの程度積極的に現行のメカニズム

からグリーン・ガバナンスへの変革に取り組むかにかかっている。グリーン・ガバナンスは、

企業や政府のレベルで整備されなければならない。また、アジアの地域機関や国際機関は

域内の民間企業と政府に必要な支援を行って、この変革を実現しなければならない。

図 6.3  インドに進出中の日本企業の数
 

出典：著者（インド日本大使館の 2012 年のデータに基づく）

　企業レベルのグリーン・ガバナンス：技術受領国の企業はグリーン・ガバナンスを導入

すべきである。そのためには、例えば経営陣が低炭素技術に関する様々な教育・研修プロ

グラムに出席し、また従業員にも参加を促すなどの方策が考えられる。企業は代替低炭素

技術を継続的に探求し、それらを自社に適用した場合に得られる効果について検討をし続

けなければならない。また、優れた取り組みをした従業員を報奨する制度を設けて、社内

の省エネや炭素排出削減に関する取り組みを奨励しなければならない。また、国内の規制

や基準、戦略的目標を尊重し、IPR に係る努力も行うべきである。こうした活動は環境報

告書や CSR 報告書を通じて周知することで、社会的責任投資や環境投資を呼び込むことが

期待される。技術提供国側の企業経営層においても低炭素に係る FDI を実施する機会を継

続的に探求し、低炭素技術移転に係る様々な効果・可能性を評価し続けるべきである。

　政府レベルのグリーン・ガバナンス：提供国及び受領国の企業経営陣に対する能力開発

や啓発活動を行うだけでは、企業を低炭素技術分野の FDI に必要なグリーン・ガバナンス
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の取り組みに参画させる原動力としては不十分であろう。さらなる支援活動と政府のイン

センティブ制度が必要である。低炭素技術分野の FDI を通じて低炭素技術の移転促進を目

指す政府レベルのグリーン・ガバナンスの取り組みは他にも多数あるが、政府のインセン

ティブ制度はその中の一つに位置付けることができる。

　技術の進歩だけでは、低炭素技術分野の FDI を通じた低炭素技術の移転は進まない可能

性がある。報酬制度の基礎的な環境を整えるには、経済構造の大規模な改革を行い、また

グリーン・ガバナンスに移行しようという政治的な意志も不可欠である。そのためにも政

府レベルのグリーン・ガバナンスを推進する必要があり、その検討にあたっては以下の点

についても考慮されているべきである。

•   低炭素技術に関する現地の技術的ニーズを評価する。移転の基盤となる制度上のイン

フラを構築し、その国独自のニーズと状況に応じた投資政策（IPR の強化、タックス・

ホリデーの設定、関税率の調整、工業団地の建設、市場の透明化等）を導入して、低炭

素技術関連市場を活性化させる。

•   化石燃料助成金を減額または廃止し、環境コストをエネルギーサービスの価格に反映

する。

•   製品規格を策定し、業界の行動規範と認証手続きを制度化する。低炭素技術の研究と

他国から移転された技術を現地のニーズに合わせて適応するための研究を促進する。

•   公共調達を通じて国有企業に低炭素技術を導入し、民間セクターの手本とする。

•   低炭素技術関連投資の候補案件を集めて公開データベースを作成し、国の低炭素技術

開発計画を発表するなどして、そうした情報の普及を図る。

Box 6.6  タイ政府の技術情報の収集・普及に向けた取り組み

　タイ政府は環境に対する意識の向上と情報の公開を重視し、将来的な導入が見込まれ

る再生可能エネルギーと機器メーカーのデータベースを作成し、エネルギー省のウェブ

サイトで公開している。同省は再生可能エネルギーとエネルギー効率化に関する情報を

一括提供する部署を設置して、投資家や関連企業、一般人を対象に、情報提供や指導を

行っている。

出典：Olz and Beerepoot（2010）

　FDI を通じた低炭素技術の移転促進は、受領国政府だけの責任ではない。提供国におけ

る意欲と自覚の欠如も、技術移転が進まない根本的な要因であると考えられる。提供国の

政府も国外で利用可能な低炭素技術の展開・普及を支援する適切な政策とインセンティブ

制度を考案・実施しなければならない。

　域内機関と国際機関による支援措置：現状の国内外の政策的枠組みは、低炭素技術のア

ジア移転を促進する原動力としては不十分である。低炭素技術のアジア移転は、域内機関

と国際機関の支援という働きかけによって、大幅に促進されるであろう。支援には資金面

の支援が含まれていなければならないが、両者の役割としてより重要なのは、情報共有、

知識創出、技術支援である。資金面の支援は、民間資金の活用によって実現可能である。

そのためには、前述の第 2オプションでとりあげたように民間セクターを二国間・多国間

イニシアティブに参画させ、グリーン・ガバナンスを企業と政府のレベルで推進するとい

う方策がある。一方、情報共有と知識創出は、この分野の経験が豊富な域内機関と国際機

関の支援がなければ、極めて困難である。両機関は、低炭素技術分野の FDI に関して各国

から入手できる情報を収集・公開し、各国における知識創出を支援し、さらに必要に応じ

て技術的支援も行わなければならない。さらに技術ニーズや移転フィージビリティに係る
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評価等についても、両機関の参加による支援がなければ実施が極めて困難であろう。

　情報共有：低炭素技術に対するアジア各国のニーズは、経済規模、発展段階、地理的位

置によって様々である。例えば、中国では省エネ技術がより重要な役割を果たすが、イン

ドではバイオマス技術のポテンシャルの方が比較すると大きいかもしれない。したがって、

各国のニーズに関する情報を集めて公開することが非常に重要になってくる。同様に技術

提供国側においても、有望な低炭素技術は国によって異なる。そのため、供給可能な技術

に関する情報の収集、リスト化、公開も実施しなければならない。COP17 で設立された技

術移転関連情報の公開に向けたダーバン・プラットフォーム作業部会は、受領国と提供国

の両方に有益な技術移転に関する総合的データベースを構築し、公開するべきである。こ

のデータベースは、低炭素技術の世界情勢と各国の状況を盛り込んだものでなければなら

ない。政策立案者、研究者、投資家、一般市民の間では低炭素技術移転の政策と手段に関

する情報に対する関心がますます高まっている。このデータベースによって、そうした情

報を正確に、タイムリーに、しかも容易に使える形で提供することが可能になるだろう。

情報共有の重要性については、本白書の第 2 章と第 3 章で詳しく論じている。

　知識創出：アジアの域内機関や国際機関の支援は、技術の開発や移転そのものに重点を

置くよりも、技術ニーズやフィージビリティに係る評価、移転効果及び影響の把握、技術

移転に参画する様々なステークホルダーの能力開発の促進に置かれるべきである。両機関

は、「シーズ」（提供可能な技術）と「ニーズ」（必要な技術）を合致させることを目標とするべ

きである。そのためには以下の点についても注目するべきである。

a）   受領国と提供国の企業と政府が技術移転に関するメリット、デメリット、障害をど

う捉えているかを分析する。

b）   受領国と提供国の両方の観点に立って移転の候補となる低炭素技術のリストを作成

し、その GHG 削減ポテンシャルを評価する。

c）   「シーズ」と「ニーズ」のマッチングを促進するようなマトリクスを開発する。このマ

トリクスを公開して利用を推進し、投資家が低炭素技術分野の FDI を効果的に実施

できるように支援する。それによって低炭素技術移転のリスクを最小限に抑え、そ

の効果（環境的、社会的、経済的）を最大化することができる。

5. 結論と提言

　アジアは世界で最も経済成長が著しい地域である。この巨大な経済は、ますます大量の

天然資源、特に生産と都市化のためのエネルギーや原材料を必要としている。そのため、

この地域のエネルギー需要と CO2 排出量の急増が見込まれる。経済発展をうまく制御して

持続可能な開発につなげなければ、アジアの、さらには地球全体の将来的な環境資源と人

的資源を重大な危険に曝すことになる。本章を通して述べてきたのは、アジアへの、ある

いはアジア内における低炭素技術の移転を推進することで、アジアにおける環境親和型開

発の実現に寄与することが可能だ、という点である。

　しかし、低炭素技術の移転は単純なタスクではない。それは国内外の様々な要因に影響

される、極めて複雑なプロセスであり、極めて有望な低炭素技術でさえ必要とされる国に

導入することができない場合があるほどである。

　政府と企業は、世界が現在かかえている環境上・経済上のリスクや、アジアへの、ある

いはアジア内における低炭素技術移転の緊急性を踏まえて、成熟度が展開・普及段階にあ

る、実績があり市場において入手可能な技術の移転を促進することに力を尽くさなければ

ならない。そうした技術は関連する障害が少ないため、移転が比較的に容易に実現できる
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だろう。その際、受領国ニーズに合致し、かつ現地でより多くの波及効果が期待される低

炭素技術に重点を置くことが望ましい。技術を適応するプロセスが重要なのであって、単

に技術を移転するだけでは不十分である。また、物理的技術と知識やスキルといった情報

的技術を一括してパッケージの形で移転を行うことも検討するべきであろう。さらに、移

転は先進国から途上国に限定されるべきではない。途上国間の移転も重要である。途上国

にも多様な能力があることを忘れてはならない。

　UNFCCC に基づく政府が集中的に関与する現在の二国間・多国間イニシアティブの欠点

を踏まえ、アジアで低炭素技術の展開と普及を促進するための分散型メカニズムを以下の

通り提案する。

1.   低炭素技術の移転に技術移転クレジット（TTC）という形で報酬を与える。

2.   民間セクターを積極的に二国間・多国間イニシアティブに参画させる。

3.   アジアにおける低炭素技術分野の FDI を奨励する。

　これらの方策は、他の補完的措置を取らなければ、実現が困難であろう。第 1 の方策に

ついて本章が提案する補完的措置とは、まず UNFCCC に基づく既存の CDM プログラムか

ら取り組みを始めることである。低炭素技術の移転を伴う CDM プロジェクトには、認証

排出削減量（CER）に応じたクレジットだけでなく、TTC を報酬として与えるよう提案する。

こうした戦略をとることによって、何ら措置をとらない場合より短期間で現在利用可能な

低炭素技術をアジアの途上国に普及させることができるであろう。これは定量化が比較的

に容易な成熟度が展開・普及段階にある技術に報酬を与えることから始めることが望まし

い。

　第 2 の方策に関する提案は、各国政府と域内機関、国際機関が一体となって、低炭素技

術のアジア移転に積極的役割を果たす先進的な企業に長期的なインセンティブを供給し得

るフレームワークを提供することである。そのフレームワークには、物理的インセンティ

ブと非物理的インセンティブの両方が含まれているべきである。

　第 3 の方策に関する提案は、企業と政府の両方のレベルでグリーン・ガバナンスを推進し、

低炭素技術分野の FDI を呼びこむことである。域内機関と国際機関は、域内の民間企業と

政府に対し、こうした面で必要な支援を行わなければならない。両機関の役割は情報共有

を促進するだけではなく、知識創出と技術的支援にも関与するべきである。

注  
1.  展開・普及の進んだ技術を水平的（地理的）に移動すること。
2.  IEA が発表した 2009 年世界エネルギー展望の「450シナリオ」とは、GHG の CO2 換算大気濃度を 450 

ppm で安定化させるための、CO2 以外の GHG やエネルギーセクターに由来しない GHG の排出に係
るトレンドや排出削減ポテンシャル等を全て考慮に入れた、シナリオである。

3.  技術は研究開発、実証、展開・普及という 3 つの段階を踏んで移行する。この移行は垂直的技術移転
とも呼ばれている。研究開発段階とは、問題を解決するための基礎的な原理は確立しているが関連す
る技術はテストと実験が進められている段階を指す。実証段階とは、限られた商業施設や研究所等に
おいて技術が試行されている段階を指す。展開・普及段階とは、技術が市場において代替技術と競合
するようになってくる段階を指す（Marcellino et. al 2010）。

4.  経団連（日本経済団体連合会）とは、経団連（経済団体連合会）と日経連（日本経営者団体連盟）が合併し、
2002 年 5 月に設立された総合経済団体。

5.  ここでいう地域とは ASEAN+6 を指す。ASEAN 諸国はインドネシア、マレーシア、フィリピン、シ
ンガポール、タイ、ベトナム等。その他 6 か国は中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インド。
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